
　　※09　登録情報における番号及び日付について

　　　　　　以下の値で提供されている場合は、庁内電算処理の内容が記録されたものである。

整理標準化
データ
コード表

特殊項目説明表
コード
INDEX Ｘ００１０ ＶＥＲ ２．０

データ項目一覧表に関する特記事項について、以下に記す

　　※01　査定発送日

　　　　　　最終処分がなされた場合、査定発送日には、最終処分日が設定される。

　　※04　持分の割合記事

　　　　　　国と国以外の権利の共有における、国以外の者の持ち分の割合を設定する。

　　　　　　当記事10桁のうち、左５桁は分子を表し、右５桁は分母を表す。

　　　　　　　例：0005000100　　　　　100分の50を表している。

　　　　　　　００００００１　又は　０００００００１　又は　０００００００００１　：　「不詳」

　　　　　　　００００００２　又は　０００００００２　又は　０００００００００２　：　「記録なし」

（１．０）

　　　　　　　　・ 登録公報発行日記事（一般利用可能日）　※公報が発行されている場合のみ提供する。

　　　　　　　　下記記事及び項目のみ提供する。

　　　　　　　　・ 謄本閲覧禁止

　　　　　　　　・ 登録記事(文献情報)

　　　　　　　　※ 更新日付は提供されない。

　　　　　　提供有無が決まる。

　　　　　　　謄本閲覧が「閲覧できない」となっている場合

　　※11　庁内登録マスタの謄本閲覧の状態による登録情報の記事、項目提供有無について

　　　　　　登録情報では、庁内登録マスタの謄本閲覧の状態によって登録情報における記事や項目の

　　　　　　　謄本閲覧が「閲覧できる」となっている場合

　　　　　　　　下記記事及び項目を提供する。

　　　　　　　　・ 四法 ～ 更新日付

　　※12 　文献種別“Ｃ”または“Ｚ”の場合について

　　　　　　「代表文献番号」項目の文献種別が“Ｃ”または“Ｚ”の場合には当該案件に「四法」及び

　　　　　　「出願書類記事」は存在しない。

　　※13 　公報種別“Ｃ”または“Ｚ”の場合について

　　　　　　　００００００３　又は　０００００００３　又は　０００００００００３　：　「該当なし」

　　　　　　「公報種別」項目が“Ｃ”または“Ｚ”の場合には当該案件に「出願書類記事」は存在しない。


